
労働者派遣法第 23条第 5項及び同法規則第 18条の 2第 3項 に基づ く情報提供

労働ヤ派遣事業の適汗:な 連常の確保及び派遣労働 Hn/の 保た1中 に関する法律第 23条第 5工〔のも↓

定に基づき、 ドiiビ Ⅲ米所におけるヴj llll者 派遣Ⅲ業に「共|わ るhf服 を公開いたします.

令和16イ 116)11回 何け 派遣労 ljll者 /1k  252人

令和 5年度 派遣先事業卜

'千

教 (笑 牧)  事業
''千

件放  22011:

令和 5年度 労働者派遣に関する1寸 金の額の平均イⅢ  13121511

令和 5年度 JR遣労働 杵の賃金の灯〔の
｀
|々 均額  9Ⅲ 165 PI

令和15年度 マージンイ平均  3()6(ん

JR遣労働者のキャ リア形成支援 1刊 度に関するⅢⅢ
ri

言||1綱〔|サ対7下

J

リア・コンサルテ ィンク相 i訪 窓ヽ 1及 びj堂格先

| 力11藤 電話添号
ム0243238521

"そ

の他労働ヤ派辻事業の業務に関 し参 考となる中サメr(柄 本IL:イ | と)・ 派遣労働者の偶れ11の 」常進な

●派遣労l l llイ の術子11の 】中進

●各I弔社会保険 (労 災保ドちさ・雇用|,t険 。
|ち Iイ |:午 令

●定期健康診 ll受診
―●資幣取得支援 (フ ォークリフト)

材 使腕 節 結 して (〇
…

ない )

労使協定の用象となる派遣労働 その範 ナH(別紙労使脇定 |||に ,と めるた務に従

"す
るイ)

労使協定の有効卿1快 の終抑|(202あ イ|:3113111)

株式会十1モ HMS ttrう 事業|'「

7i口 !番 号 派 114-3()()()96

ヤ

　

ト

キ
悠

一■

一側

科ヤ|て 十1刊           1女 |ィt杵 とち■t■ !!う 程功杵

|.川 弘 』 卜 批 中な !

|十 ltち 」(

()11()if ifャ 11

||十 ,tイ
I!|lttl lll

!!fl!!i イ|ltl

11令 え祐

|サ イ)・ |‖ (

イr ノ、‖ C)if I iナ lト ||||lti イ〕|十 1

コ ミ」ニケーシ ョン仰i修 派,上 叫 ()if l |~「 ||1付 i 十111i

′
tlデ十:11:i」 lil,|十 ケ JRiと 11 ()|| 11 11「 |十 i ||キ ri

令和16イ |:611111ル これ


